
【資料４】 

25 

 

 

（仮称）吹田市障がい者差別解消支援地域協議会の設置について 

 

目的 

 障害者差別解消法に基づき、地域の関係機関が差別を解消するための取組を

効果的かつ円滑に行うためのネットワークを構築し、各機関が差別の解消に

向けた主体的な取組みが行われることを目的とする。 

 

主な協議内容 

 障がい者差別に関する相談及び取組み等の情報共有に関すること 

 関係機関等による周知及び啓発活動の取組みに関すること 
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＊アドバイザーは 

弁護士、学識経験者 
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